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第  １  節   総    則  

 

第  １  条  （取り扱いの準則）  

 株式会社ウインテックコミュニケーションズ(以下当社といいます)は、当社が定めたこの「mfi ホスティング約款」（以下  「本約款」といいます）に

よって mfi ホスティング(以下「当サービス」といいます）を提供します。 

 

第  ２  条  （約款の変更）  

１ .  当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の当サービス約款によります。  

２ .  本約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることになる契約者に対して、当社の定めた方法により事前にその内容を通知

します。 

 

第  ３  条  （用語の定義）  

 本約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。  

用   語 意味 

ホスティング 

 

当社が管理するインターネットに接続されたコンピュータ機器  (以下ホスティングサーバーといいます)内に、

契約者のデータ(以下データといいます) の電磁的な保管空間を貸し出すとともに、当社がホスティングサ

ーバーの設定および 接続環境を保守・管理し、サーバーの機能の利用権を契約者に付与するサービス。 

基本サービス ホスティングサーバー上に契約者が専有する電磁的なデータ保管空間を提供するとともに、別途当社の定

める方法で通知する基本サーバー機能の利用権を付与するサービス。 

オプションサービス 基本サービスに付加するかたちで契約者に提供される拡張サービス。 

利用契約 当社から当サービスの提供を受けるための契約。 
契約者 当社と当サービス利用契約を締結している方。 

 

第  ４  条  （サービスの種別とその内容）  

 当サービスは、基本サービスとオプションサービスの２種類のサービスの組み合わせ、もしくは基本サービスのみで提供されます（以下これらの各

種別を「サービス種別」といいます）。当社は、オプションサービスのみの提供は行わないものとします。 

 また、それぞれの種別ごとに個別の機能を提供するサービス（以下「サービス品目」といいます）は、基本サービス、オプションサービスなど種別毎

に定めます。 

 

第  ５  条  （基本サービスのサービス品目）  

 基本サービスのサービス品目は次のとおりとします。 

サービス品目 内容 

mfiホスティング 
独自ドメインを使用したDNSサービス、Webサービス、メールサービス。 

プランにより契約の上限が異なります。 

 基本サービスの機能一覧  

機能  説明 
DNSサービス ドメイン名とIPアドレスを紐づけて管理する機能。これにより独自ドメインの名前解決が可能になります。  

Webサービス 
インターネット上にホームページを公開することができます。契約の上限までWebコンテンツを設置することが

できます。 

メールサービス 
インターネット上で電子メールを送受信することができるサービスです。契約の上限までメールアカウントを作

成することができます。またメールの保存容量は契約の上限によるものとします。  

メールアンチウイルス 
外部から送られてきたメールにウイルスが添付されていないか判定し、ウイルスが添付されていると判定され

たときは、メールから添付ファイルを削除する機能。 

メールアンチスパム 
外部から送られてきたメールを迷惑メールか否か判定し、迷惑メールと判定されたときはそのメールを契約者

のメールアドレスまで配送しない機能。 

統合脅威管理  
コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からコンピュータネットワークを効率的かつ包括的に保護するセ

キュリティシステム。 

データ保存領域の提供  

 

 

契約者のデータを契約の上限までホスティングサーバーのハードディスク上に保管することができます。ここ

でいうデータとは、Webコンテンツ、データベース（ローカルサーバー）、電子メール、ログファイル（統計情報

含む）、契約者がホスティングサーバー上に作成したファイルを意味します。 
 注１）契約の上限とはメールアカウント数や HDD 容量の上限の事です。 

 注２）各プランや料金については別途「mfi ホスティング料金表」に定めます。 

 

 

 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0_(%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF


 

 

第  ６  条  （オプションサービスのサービス品目）  

 オプションサービスにおいて提供されるサービス品目は次のとおりとします。 

サービス品目 提供される機能 
追加HDD容量  HDD容量を増やすことができます。（合計50GBまで）  

追加メールアカウント  メールアカウントを増やすことができます。（最大1,000アカウントまで）  

接続 ID インターネットへ接続する為に必要なIDとパスワードを発行致します。(接続 ID数の制限なし) 

SSLあんしんパック Webサービスで当社が推奨するSSLサーバー証明書を利用できます。 

当社がお客様ドメインのドメイン指定事業者になっている場合のみ提供可能です。  

SSLオプション WebサービスでSSLが利用できます。 

専用 IPアドレスオプション Webサービスでお客様専用のIPアドレスを利用できます。 

データベース ホスティングサーバー内にデータベースを１つ作成し利用することができます。データベースのファイル

容量は、ホスティングのHDD容量に含まれます。  

その他  その他当社が提供する特定のサービス。 

注１）「SSL あんしんパック」には当社が推奨する SSL サーバー証明書とインストール費用が含まれています。 

注２）「SSL オプション」には SSL サーバー証明書が含まれていません。別途取得及びインストールする必要があります。当社が推奨する SSL サ

ーバー証明書以外のものを利用する場合に選択して下さい。 

注３）当サービスの Web サービスは標準だと共用の IP アドレスを使用します。専用の IP アドレスをご希望の場合は、「専用 IP アドレスオプショ

ン」を選択して下さい。 

 

第  ７  条（提供区域）  

 当サービスの提供区域は、日本国のすべての地域とします。  

 

第  ２  節   利用契約  

 

第  ８  条  （利用契約の単位）  

 当サービスの利用契約は、当社が定めた契約容量を単位として締結します。  

 

第  ９  条（契約者による第三者に対するサービスの提供）  

 契約者が当サービスを用いて、第三者に独自のサービスを行う場合は、当社が別に定める方法により、当社の承諾を得るもとします。この場合、

契約者は当該第三者に本約款を遵守させるものとします。 

 

第１０条  （契約の最低利用期間）  

 当サービスの最低利用期間は１年とします。起算日は第２７条に定める課金開始日とします。途中解約の場合、契約者は第３４条  （契約解除に

伴う料金等の清算方法）に定める額を支払うものとします。 

  

第１１条  （権利譲渡の禁止）  

 契約者は、当サービスの提供を受ける権利等利用契約上の権利を第三者に譲渡することはできません。  

 

第３節   利用申込等  

 

第１２条  （利用申込）  

 当社は契約申込者が記名捺印した利用申込書の提出をもって利用申込を受け付け、必要な審査・手続等を経た後に当該利用申込を承諾しま

す。 

 

第１３条  （利用契約の成立）  

 当サービス利用契約は、利用申込に対して当社がこれを承諾したときに成立します。 

 

第１４条  （利用申込の受付とサービスの開始）  

 当社が利用申込を承認した場合、利用者に対してサービス開始日・申込内容を明記したサービス開始の確認書および必要な ID・パスワードを

文書により通知します。利用者はサービス開始日以降、実際のサービス利用の有無に関わらず、当社の定める方法により利用料金を支払うこと

とします。ただし、当社の責によりサービスが利用できなかった場合はこの限りではありません。  

 

第１５条  （申込の拒絶）  

１ .   当社は、次の各号に該当する場合には、 当サービスの利用の申込を承諾しない場合があります。 

      (１)申込に係る当サービスの提供または当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難な場合。 

      (２)当サービスの申込者が、当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合。 

      (３)当サービスの申込者が、第２０条（提供の停止）第１項に該当する場合。 

      (４)当サービスの契約申込書に虚偽の事実を記載した場合。 

      (5) 契約者が反社会勢力または反社会勢力の支配及び影響を受けていると当社が判断した場合。 



 

 

      (6)その他前各号に準ずる場合で、当社が、契約締結を適当でないと判断した場合。 

 

２  .  前項の規定により、当社が当サービスの利用申込を拒絶する場合は、当社は申込者に対し書面によりその旨を通知します。  

 

第４節   契約事項の変更等  

 

第１６条  （契約事項の変更等）  

１ .   契約者は、当サービス種別の変更等を請求することができます。この場合、当社が別に定める申請方法により所定の事項を記載した書面を

提出するものとします。 

２ .   当社は、前項の請求があったときは、第３節（利用申込等）の規定に準じて取り扱います。  

 

第１７条  （法人の契約者の地位の承継）  

１ .   契約者である法人が合併その他の理由により、その地位の承継があったときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人等

は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から３０日以内にその旨を当社に通知するものとします。 

２ .   第１５条（申込の拒絶）の規定は、前項の場合に準用します。  

３ .   前項(第１７条２項 )の場合において、地位を承継した者が２名以上あるときは、そのうちの１名を当社に対する代表者と定め、あわせて書面

によりその旨を当社に通知するものとします。これを変更したときも同様とします。 

４ .   当社は、前項(第１７条３項)の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち１名を代表者とみなします。  

 

第１８条  (個人の契約者の地位の承継) 

１ .    契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係る当サービスは終了します。ただし、相続開始日から起算して２週間以内に当社に

申し出ることにより、相続人（相続人が複数あるときは、遺産分割協議により契約者の地位を承継した者で１名に限る）は、引き続き当該

契約による当サービスの提供を受けることができます。この場合、相続人は死亡した契約者の当該契約上の地位を承継するものとしま

す。 

２ .    第１５条（申込の拒絶）の規定は、前項 (第１８条１項)の場合に準用します。 

 

第１９条  (契約者の氏名等の変更) 

 契約者は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。  

 

第５節   提供の停止等  

 

第２０条  (提供の停止) 

１ .   当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、無期限または期間を定めて当サービスの提供を停止することがあります。  

      (１)当サービスの料金、割増金または遅延損害金等が支払期日を経過し、なお支払いが確認できないとき。 

      (２)申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。 

      (３)前各号に掲げる事項のほか、本約款に違反する行為で、当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼ

すおそれのある行為をしたとき。 

      (４)第３５条（情報の取り扱い）の規定に違反したとき。 

      (５)契約者が支払いを停止したとき。 

      (６)契約者が、仮差押、差押、和議、破産、会社更正等の申立を受けたとき。 

      (7)契約者が反社会勢力または反社会勢力の支配及び影響を受けていると当社が判断した場合。 

 

２ .   当社は、前項の規定により当サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめ、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方

法で通知します。 

 

第２１条  (提供の中止) 

１ .   当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、当サービスの全部もしくは一部の提供を中止することがあります。 

      (１)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。 

      (２)当社の電気通信設備にやむをえない障害が発生したとき。 

      (３)第２２条（通信利用の制限）の規定によるとき。 

(４)第１種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより当サービスの提供を行うことが困難になったとき。 

      (5)当サービスで採用しているソフトウェアの提供またはアップデートが行われなくなった場合。 

２ .   当社は、前項第１号の規定により当サービスの提供を中止しようとするときは、その１４日前までにその旨を契約者に、当社の定める方法で

通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。  

３ .   第１項２号、３号、４号により中止するときは、あらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知しま

す。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。  

 

第２２条  （通信利用の制限）  

１ .   当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなった場

合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、当サービスの提供を制限し、または中止する



 

 

措置を取ることがあります。 

２ .   当サービスをご利用の契約者で、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、利用を制限する措置を当社の判断の

下、講じるものとする。 

 

第２３条  （サービスの廃止）  

１ .   当社は都合により当サービスの特定の種別及び品目のサービスを廃止することがあります。  

２ .   当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する３ヵ月前までに書面によりその旨を通知します。  

３ .   契約者は第２３条第１項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより、当該廃止に係るサービスに代えて他の種別及び品目

のサービスを受けることができるものとする。この場合において、当該請求については第１6 条（契約事項の変更等）の規定を準用するもの

とする。 

 

第６節   契約の解除  

 

第２４条  （当社が行う利用契約の解除）  

１ .   当社は、第２０条（提供の停止）第１項各号のいずれかに該当する場合、同条に定める提供の停止をすることなく、直ちに利用契約を解除す

ることができます。 

２ .   当社は、前項の規定により利用契約を解除しようとするときは、書面により契約者にその旨を通知します。  

 

第２５条  （契約者が行う利用契約の解除）  

１ .   契約者は、当サービス契約を解除するとき（次項または第３項の規定による場合を除く）は、当社に対し、解除の日の２ヵ月前までに書面に

よりその旨を通知するものとします。この場合において、通知があった日から当該通知において解除の日とされた日までの期間が２ヵ月未

満であるときは、解除の効力は、当該通知があった日から２ヵ月を経過する日に生じるものとします。 

２ .   契約者は、第２１条（提供の中止）または第２２条（通信利用の制限）に定めた事由が生じたことにより、当サービスを利用することができなく

なった場合において、契約者が当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができる

ものとします。この場合、解除はその通知が当社に到着した日にその効力が生じるものとします。 

３ .   第２３条（サービスの廃止）第１項の規定により特定の品目のサービスが廃止されたとき（同条第３項の規定により、サービス種別または品目

に変更があった場合を除く）は、当該廃止の日に当該品目に係わるホスティングサービス契約が解除されたものとします。  

 

第７節   料金等  

 

第２６条  （料金等）  

 当サービスの料金および関連費用（以下「料金等」といいます）は以下の項目からなります。  

   (１)初期費用  

      契約者が、サービスを受けるに当たって支払う初期登録費用を含む一時金で、各サービス種別で定める細目からなります。  

   (２)サービス月額費用  

      契約者が、当サービスの対価として支払う費用で、各サービス種別で定める細目からなります。  

 

第２７条  （課金開始日）  

 当サービスの課金開始日は、第１３条（利用契約の成立）および第１４条（利用申込の受付とサービス開始）の規程により契約が成立し、当社が

発送するサービス開始確認書において課金開始日として記載した日をいいます。  

 

第２８条  （契約者の支払い義務）  

 契約者は、当社に対し、当サービスの利用に係る前条に規定した初期費用、サービス月額費用を、サービス種別ごとに当社が定める方法で支払

うものとします。 

 

第２９条  （料金等の請求時期および支払期日）  

１ .   ホスティングサービス料金等は、次項および３項を除き、毎月当社の定める日に翌月分を請求いたします。  

２ .   当社は、初期費用を、契約成立後すみやかに支払期日を定めて請求します。  

３ .   当社は、初回のサ－ビス費用を、課金開始日が暦月の初日以外の場合については、当月の残予日数にサ－ビス費用の 30.4 分  

      の１を乗じた額と翌月のサービス費用の額を合計して請求します。  

４ .   当社は、契約者が第 13 条（契約事項の変更）の規定により、サ－ビス品目の変更を行った場合（サ－ビス種別の変更を伴う場合も含む）

のサ－ビス費用については、変更後の費用が変更前の費用より多い場合のみ、変更後のサ－ビス費用から変更前のサ－ビス費用を控除

した額の 30.4 分の１に利用日数を乗じた額を、変更後のサ－ビス費用の額に加算して請求します。  

５ .   前各項の定めによりホスティングサービスの料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する期日までに、当社が指定する方法により、

その料金等を支払うものとします。 

 

第３０条  （割増金）  

 当サービスの料金等を不法に免れた契約者は、その免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします）の２倍に相当する

額を割増金として支払うものとします。 

 



 

 

第３１条  （遅延損害金）  

 契約者は、当サービスの料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき未払額に対する年率１４ .６％の割合による遅延損害

金を当社に支払うものとします。 

第３２条  （消費税）  

 契約者が当社に対しサービスに関する料金等を支払う場合、支払いを要する額は、当該料金等の額に消費税相当額（消費税法、昭和６３年法

律第１０８号および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額）を加算した額とします。  

 

第３３条  （初期費用およびサービス費用の額）  

 当サービスの初期費用およびサービス費用の額を別途「mfi ホスティング料金表」に定めます。 

 

第３４条  （契約解除に伴う料金等の清算方法）  

 契約者が最低利用期間に達する前に契約の解除をしようとする場合（第２５条（契約者が行う利用契約の解除）の２項または３項の規定により

解除された場合を除く）、当サービスの清算額は、最低利用期間までの残り月数分の月額費用、もしくは当社が定める解約違約金に消費税を

加算した額とします。契約者はこの額を当社の請求に基づき直ちに支払うものとします。  

 

第８節   情報の取り扱い  

 

第３５条  （情報の取り扱い）  

１ .  契約者は自己のデータ領域（データ保管空間）内でなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己がなしたか否かを問わ

ず、一切の責任を負うものとします。 

２ .  当社は契約者が登録したデータにつき、何らの保証も行わず、その責任を負わないものとします。  

３ .  契約者は、自己のデータ領域（データ保管空間）内での紛争等は自己の責任において解決するものとし、当社又はその他の第三者に迷惑を

掛け、あるいは何らの損害等も与えないこととします。  

４ .  契約者は当サービスの利用にあたって以下の行為をしないものとします。  

      (１)公序良俗に反する行為  

      (２)犯罪行為もしくは犯罪の恐れのある行為  

      (３)他人の著作権を侵害する行為  

      (４)他人の財産、プライバシー等を侵害する行為  

      (５)他人の名誉を毀損しあるいは誹謗中傷する行為  

      (６)リンク先のデータの所有者から承諾を得ずに第三者のデータへリンクを行う行為  

      (７)その他、法令に違反する行為  

      (８)当サービスの運営を妨げ、もしくは当社の信頼を毀損する行為  

５．  当社は当サービスの健全性を維持するために、以下のセキュリティ対策を契約者への事前通告なしに行えるものとします。 

     (1)メールアンチウイルス及びアンチスパム（ メールデータの検閲 /ウイルス除去 /メール配送拒否 ）  

     (2)ホームページコンテンツのマルウェア検知 と駆除 （ コンテンツの検閲 /感染ファイルの編集 、隔離 、削除 ）  

     (3)その他悪意のあるファイルの探知及び駆除に相当する処理  

 

第３６条  （バックアップ）  

１ .  当社はサーバーの故障・停止時の復旧の便宜を図るために備えて契約者の登録したデータの複写を、サーバーの故障・停止などに備えて保

管することがあります。 

２ .  契約者の希望によりバックアップされたデータを復元する場合には、契約者は当社に所定の手数料を支払うものとします。 

３ .  契約者が登録したデータが消失するなどして、契約者が不利益を被った場合でも、当社は何らの責任も負わないものとします。  

 

第３７条  （契約者のデータの権利）  

 契約者が登録したデータの著作権法上の権利は、契約者に帰属するものとします。ただし、当社はこれらの権利を保護する義務を負わないもの

とします。 

 

 

第９節   雑則  

 

第３８条  （機密保持）  

 当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密（通信の秘密を含みます）を、第三者に漏らしません。  

 

第３９条  （利用不能の場合における料金等の清算）  

 当社は、当サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により、その利用が全くできない状態が生じ、且つそのことを当社が知

った時刻から起算して、連続して１２時間以上当サービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、当社は、その利用が全くできない

状態を当社が知った時刻から、その当サービスの利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を１２で除した数（小数点以

下の端数は切り捨てます）に基本料の月額の 6０分の１を乗じて得た額を基本料月額から差引きます。ただし、契約者は、当該請求をなし得るこ

ととなった日から３ヵ月以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。  

 



 

 

第４０条  （契約者の義務）  

１ .   契約者は、当社から発行されたログイン名およびパスワード管理の責任を負います。ログイン名およびパスワードを忘れた場合や盗まれた場

合は、速やかに当社に届け出るものとします。 

２ .   契約者が他のネットワーク（国内外）を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。  

３．   契約者は、契約者が設置したプログラム、ライブラリについて脆弱性の管理を行い、セキュリティ対策を継続して実施するものとします。 

 

第４１条  （通信設備等）  

 契約者は、自己の費用と責任において、当サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、インターネット接続業者との契約その他これ

らに付随して必要となるすべての機器およびサービスを準備し、かつ任意のインターネット接続サービスを経由して当サービスを利用するものと

します。 

 

第４２条  （接続業者）  

 当サービスを利用するために必要なインターネット接続環境は、当社のＣｏｍＬｉｎｋインターネットサービスに準ずるものとします。当社は他の接続

業者のサービスを利用した場合に、ＣｏｍＬｉｎｋインターネットサービスとの差異により起因する諸問題に関して、何らの責任も負わないものとし

ます。 

 

第４３条  （指定ソフトウェア）  

 当社は、当サービスの利用のために必要または適したソフトウェアを指定することがあります。この場合、契約者が他のソフトウェアを用いたとき

は、当社が提供するサービスを受けられないことがあります。  

 

第４４条  （免責）  

 当社は、契約者が当サービスの利用に関して損害を被った場合でも、理由の如何を問わず、何らの責任も負いません 

 

第４５条（損害賠償）  

 契約者が本約款に違反して当社に損害を与えた場合、当社は当該契約者に対して、当社が被った損害の賠償を請求できるものとします。  

 

第１０節   その他  

 

第４６条  （契約社名の公開）  

 契約者は、当社の定める方法により、契約者名を公開することを承認します。  

 

第４７条  （合意管轄裁判所）  

 契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、甲府地方裁判所を契約者と当社の第１審の合意管轄裁判所とします。  

 


